
【参考】 

関連法令 

 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 

（平成十四年七月十二日法律第八十八号） 

 

（狩猟鳥獣の捕獲等）  
第十一条  次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する 鳥獣

保護区、第三十四条第一項に規定する 休猟区（第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合

は、その区域を除く。）その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域

として環境省令で定める区域 以外の区域（以下「狩猟可能区域」という。）において、狩猟期間（次項の

規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はそ

の期間とする。）内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣（第十四条第一項

の規定により指定された区域においてはその区域に係る特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長

された期間においてはその延長の期間に係る特定鳥獣に限る。）の捕獲等をすることができる。 
 
（対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限） 
第十二条  環境大臣は国際的又は全国的な対象狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要がある

と認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。  
一  区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。  
二  区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。  
三  当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等を

することを禁止すること。 
 
（特定鳥獣に係る特例）  
第十四条  都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保

護管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第三十四条第一項の規定により指定した

休猟区の全部又は一部について、当該特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定すること

ができる。  
（略） 
３  都道府県知事は、特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該特定鳥獣に係る特定鳥獣保護管理

計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、その都道府県の区域内で、環境大臣が当該特定

鳥獣に関し行う第十二条第一項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。  
 

（銃猟の制限）  
第三十八条  日出前及び日没後においては、銃器を使用した鳥獣の捕獲等（以下「銃猟」という。）を

してはならない。
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【参考】 

 
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則 

（平成十四年十二月二十六日環境省令第二十八号） 

 

（生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域） 
第八条  法第十一条第一項の環境省令で定める区域は、前条第一項第七号ハからチまでに掲げる区域と

する。 
 
（捕獲等又は採取等の許可の申請等） 
第七条 （略） 
七  次に掲げる場所、特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域又は猟区内において捕獲等又は採

取等をしようとする場合にあっては、その旨  
イ 鳥獣保護区 
ロ 休猟区 
ハ 公道 
ニ 自然公園法 （昭和三十二年法律第百六十一号）第二十一条第一項 の特別保護地区 
ホ 都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第四条第六項 の都市計画施設である公共空地その他公衆

慰楽の目的で設けた園地であって、囲い又は標識によりその区域を明示したもの 
ヘ 自然環境保全法 （昭和四十七年法律第八十五号）第十四条第一項 の原生自然環境保全地域 
ト 社寺境内 
チ 墓地 
 
（対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限）  
第十条（略） 
３  法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。  
（略） 
七  同時に三十一以上のわなを使用する方法  
（略） 
九  イノシシ（スス・スクロファ）及びニホンジカ（ケルヴス・ニポン）の捕獲等をするため、くくり

わな（輪の直径が十二センチメートルを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりも

どしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が四ミリメートル未満であるものに限る。）、おし又は

とらばさみを使用する方法  
十  ヒグマ（ウルスス・アルクトス）、ツキノワグマ（ウルスス・ティベタヌス）、イノシシ（スス・ス

クロファ）及びニホンジカ（ケルヴス・ニポン）以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな（輪の直

径が十二センチメートルを超えるもの 又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。）、おし又は

とらばさみを使用する方法  
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